
窓
口
・
電
話
の
受
け
付
け
は

午
前
9
時
〜
午
後
4
時
30
分
に

　
窓
口
・
電
話
の
受
付
時
間
が
午
前

9
時
〜
午
後
4
時
30
分
と
な
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
施
設
は
次
の
通
り
で
す
。

対
象
施
設
＝
市
役
所（
成
田
消
防
署
を

除
く
）、
下
総
・
大
栄
支
所
、
市
民

課
赤
坂
・
遠
山
分
室
、
保
健
福
祉

館
、
水
道
庁
舎（
た
だ
し
、
水
道
庁

舎
へ
の
電
話
は
午
前
8
時
30
分
〜

午
後
5
時
15
分
で
職
員
が
受
け
付

け
ま
す
）

施
設
の
開
閉
時
間
に
注
意

　
施
設
の
開
閉
時
間
も
午
前
9
時
〜

午
後
4
時
30
分
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
大
栄
支
所
と
保
健
福
祉

館
は
次
の
通
り
で
す
。

◦
大
栄
支
所
…
午
前
8
時
30
分
〜
午

後
5
時
15
分

◦
保
健
福
祉
館
…
午
前
8
時
30
分
〜

午
後
9
時（
夜
間
に
利
用
が
な
い
場

合
は
午
後
7
時
30
分
ま
で
）

休
日
窓
口
サ
ー
ビ
ス
は

第
2
・
4
日
曜
日
に

　
休
日
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
日
時

を
次
の
通
り
変
更
し
ま
す
。

　
な
お
、
混
雑
が
予
想
さ
れ
る
3
月

は
、
当
面
の
間
、
毎
週
日
曜
日
に
実

施
し
ま
す
。

実
施
日
＝
第
2
・
4
日
曜
日（
7
月

は
12
日
㈰
・
26
日
㈰
。
12
月
29
日

〜
1
月
3
日
は
除
く
）

実
施
時
間
＝
午
前
9
時
〜
午
後
4
時

30
分

実
施
場
所
＝
市
民
課
・
保
険
年
金
課

（
市
役
所
1
階
）、
市
民
税
課
・
納

税
課
・
子
育
て
支
援
課（
市
役
所

2
階
）

よ
り
便
利
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

目
指
し
て

　
市
で
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
な
ど
の
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
か
ら
証

明
書
類
を
取
得
で
き
る
「
コ
ン
ビ
ニ

交
付
サ
ー
ビ
ス
」
や
、
自
宅
で
手
続

き
を
完
結
で
き
る
「
オ
ン
ラ
イ
ン
申

請
サ
ー
ビ
ス
」
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
来
庁
せ
ず
に
手
続
き
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ
せ
、
利
便
性

の
さ
ら
な
る
向
上
に
取
り
組
ん
で
い

き
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
行
政

管
理
課（
☎
20
‐
1 

5
0
1
）ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
。

開
庁
時
間
と
休
日
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の

実
施
日
が
変
わ
り
ま
す

7
月
か
ら

市
で
は
、
業
務
の
見
直
し
や
新
た
な
取
り
組
み
な
ど
を
検
討
す
る
時
間
を
確
保
し
、
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
さ
ら
な
る
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
労
務
管
理
の
適
正
化
に
よ
る
職
員
の
働
き
方
改
革
を
推

進
す
る
た
め
、
7
月
1
日
㈬
か
ら
開
庁
時
間
と
休
日
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
日
を
変
更
し
ま
す
。

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

皆 さ ん の 疑 問 に 答 え ま す
Q　なぜ開庁時間を変更するのですか？
A　�現在は窓口・電話の受付時間と職員の勤務時間が

同じであるため、主に窓口業務を担う部署では、
受付開始前や終了後に必要な事務作業を行わなけ
ればならず、時間外勤務を前提とした働き方と
なっています。また、業務改善などに向けた打ち
合わせを行う時間が確保できないなどの課題があ
ります。

　　�このことから開庁時間を見直し、勤務時間内に政
策やDX（デジタル化）の推進を検討するための時
間を確保することで、行政サービスの質の向上と
働き方改革を推進することを目的としています。

Q　見直しによる影響はありませんか？
A　�来庁者数や電話対応の時間帯を調査したところ、

約9割が午前9時〜午後4時30分に対応している
ことが分かりました。市民の皆さんに事前に周知

を行うことで、行政サービスへの影響を最小限に
抑えられるように努めています。

Q　開庁時間外にできる手続きはありますか？
A　�市では、マイナンバーカードを使って住民票など

を取得できる「コンビニ交付サービス」や、スマー
トフォンから住民票などの申請ができる「オンラ
イン申請サービス」を行っています。利用方法な
どの詳細は、市ホームページから確認できます。

Q　職員の勤務時間も変わりますか?
A　�職員の勤務時間は変わらず、午前8時30分〜午後

5時15分です。

オンライン申請
サービス

コンビニ交付
サービス

市ホームページ
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